
 

 

 
日
本
共
産
党
区
議
団
は
、
区
議

会
幹
事
長
会
と
議
会
運
営
委
員

会
で
協
議
さ
れ
る
「
議
会
運
営
の

諸
問
題
」
に
つ
い
て
、
22
件
の

議
会
改
革
の
提
案
を
行
い
ま
し

た
。(

左
表
参
照) 

 

開
か
れ
た
民
主
的
な
議
会
に 

 

内
容
は
、
本
会
議
や
委
員
会
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ラ
イ

ブ
中
継
の
実
施
や
住
民
向
け
の

議
会
報
告
を
区
議
会
と
し
て
開

催
す
る
な
ど
、
区
民
に
開
か
れ
た

議
会
に
す
る
た
め
の
も
の
や
本

会
議
で
の
無
所
属
議
員
の
質
問

時
間
の
拡
大
な
ど
民
主
的
運
営

に
関
わ
る
も
の
、
海
外
視
察
を
行

わ
な
い
、
議
員
が
区
議
会
の
会
議

に
参
加
す
る
際
に
１
日
２
０
０

０
円
支
給
れ
る
費
用
弁
償
に
つ

い
て
は
実
費
と
す
る
こ
と
な
ど

税
金
の
ム
ダ
遣
い
を
や
め
る
提

案
な
ど
で
す
。 

 

本
会
議
の
ラ
イ
ブ
中
継
な
ど
は
、

全
会
派
一
致
に 

 

９
月
５
日
の
幹
事
長
会
、
議
会

運
営
委
員
会
で
は
、
各
会
派
の
提

案
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
協
議
対

象
と
す
る
か
否
か
の
賛
否
を
全

会
派
か
ら
聴
取
し
ま
し
た
。 

 

渋
谷
区
議
会
で
は
、
個
々
の
提

案
に
つ
い
て
２
会
派
以
上
の
交 
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田中 まさや 
開
か
れ
た
議
会
、
民
主
的
運
営
、
税
金
の
ム
ダ
遣
い
を
や
め
る…

 

日
本
共
産
党
区
議
団
が
、
22
項
目
の
議
会
改
革
を
提
案 

 

 
 

 

 

に…
 

渉
会
派(

３
人
以
上
の
会
派)

が
「
協
議
対
象
」
と

し
て
賛
同
す
れ
ば
、引
き
続
き
協
議
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

党
区
議
団
の
提
案
の
う
ち
13
件
が
、
今
後
の

協
議
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。わ
が
党
の
提
案
の

な
か
で
本
会
議
の
ラ
イ
ブ
中
継
の
実
施
と
区
民

環
境
委
員
会
の
所
管
の
軽
減
に
つ
い
て
は
、
全
会

派
一
致
と
な
り
、ラ
イ
ブ
中
継
に
つ
い
て
は
来
年

度
の
区
議
会
予
算
に
盛
り
込
む
か
否
か
を
検
討

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

党
区
議
団
は
、
引
き
続
き
、
民
主
的
で
開
か
れ

た
議
会
、税
金
の
ム
ダ
遣
い
を
許
さ
な
い
た
め
に

力
を
尽
く
し
ま
す
。 

区議団提案のうち１３件が、協議対象に 

 

（幹事長会所管分）

１．議会全体に関する事項

（１）申合せ・先例について

一人会派も会派として認め、会派名をつけることも認めること

（２）議員報酬・費用弁償・政務活動費

新年会・総会の飲食費を含む会費については、政務活動費での支出を行わないこと

費用弁償は実費とすること

（３）その他

各議会ごとに、区議会として、住民向けに議会報告会を開催すること

開かれた議会にするために、議員控室側の自動ドアのセキュリティは解除すること

議場の「日の丸」掲揚はやめること

改選期または会派人数の変更にともなう会派控室の変更は、改修でなく、会派人数の多い
順に、控室を割り当てることを原則として、会派控室プロジェクトチームで検討すること

２．議長が必要とする事項

（1）議長交際費

議長交際費を50％削減するとともに、支出先を全面公開すること

（２）議長専用車

議長専用車を廃止すること

（３）その他

永年在職議員顕彰制度を廃止すること

(議会運営委員会所管分)

１．海外視察・行政視察について

海外視察を行わないこと

トルコ共和国などの都市交流を目的とした議員派遣を行わないこと

委員会任期が2年になったことに合わせて、委員会の行政視察は原則2年に1回とすること

２．本会議・委員会の運営について

（1）本会議

無所属議員の質問時間を拡大すること　　

（２）委員会

請願・陳情の審査について、請願、陳情提出者が直接説明することができるようにすること

区民環境委員会の町会観劇会の視察を中止すること

社会福祉事業団に委託している保育分野の事業については、文教委員会でも報告すること

区民環境委員会の所管を軽減すること

（３）傍聴関係

本会議、委員会への報道機関の取材は公開とし、撮影、録音も認めること

各委員会の傍聴者に説明資料を配布すること

（４）ＩＴ及び広報関係

本会議のインターネット配信は、ライブ中継にするとともに、委員会についても実施すること

渋谷区議会ホームページで各委員会に提出された資料を公開すること

※2会派以上の賛同があり、今後の協議対象となった事項は、赤文字

澤田前副区長に辞任について、区長の区議会に対する説明は 
自民、笑顔、公明、維新の反対で行なわないことに 

 9月１日の幹事長会では、澤田副区長の辞任について区議会に対する区長の説明

を行うか否かについて、会派の意見聴取が行われました。 

私は、基本的人権の侵害、公務員としての守秘義務違反、区議会への誹謗中傷と

いう民主主義否定の暴挙に対して、区長の謝罪は「不適切」「迷惑をかけた」など

というだけで謝罪に値しない。任命権者である区長に説明を求めないことは、区議

会の存在意義を自ら否定するものだと主張しましたが、自民党、シブヤ笑顔、公明

党、維新の会が反対したため、区長の説明は行なわれないことになりました。 
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